
平成２０年３月２６日 
関係各位 
 

常陸太田市総務部契約管財課契約係 
 

暴力団等排除対策の強化について 
 
 このことについて、本市発注の契約からの暴力団及び暴力団関係者等の不良不適格業者

の排除を推進するため、以下のとおり改正いたしましたので、ご了知願います。 
 また、今回の改正に併せ，太田警察署と暴力団排除に関する協定を締結する予定でおり

ます。 
 
１ 常陸太田市建設工事暴力団排除対策措置要綱の全部改正について 

  主な改正内容については、以下のとおりです。 

（１） 現行要綱において暴力団及び暴力団関係者等に対し「指名除外」措置が規定さ

れていますが、指名停止等措置要領にある「指名停止」措置との違いが明確では

ないため、「指名除外」を「指名停止」に１本化します。 

（２） 暴力団及び暴力団関係者等排除の対象を本市の発注する全ての契約とします。 

（３） 有資格業者（入札参加資格審査を経て参加資格を認められた業者）に対し、以

下の事項を義務付けします。 

   ① 暴力団及び暴力団関係者等が関与する会社等との下請け契約締結の禁止。 

   ② 暴力団及び暴力団関係者等からの資材購入、これらが関与する廃棄物処理施設

の利用の禁止。 

   ③ 暴力団及び暴力団関係者等から不当介入を受けた場合には、発注者（常陸太田

市）に報告し、警察への通報及び捜査に協力しなければならない。 

  ※ 上記項目への違反行為は、指名停止措置等処分の対象になります。 

 

２ 施行期日 

  平成２０年４月１日。 

 

※ 改正後の要綱の内容については別紙を参照してください。 

【この件に関するお問い合わせ先】 
常陸太田市総務部契約管財課契約係 
〒３１３－８６１１ 
茨城県常陸太田市金井町３６９０番地 
℡０２９４－７２－３１１１ 内線３２３・３２４ 



常陸太田市建設工事等暴力団排除対策措置要綱 

平成20年3月25日 

告示第25号 

（趣旨） 

第1条 この要綱は，常陸太田市が発注する建設工事等の円滑かつ適正な施工を確保するた
め，建設工事等から暴力団及び暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）を排除する措

置について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 
第2条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 
（1） 建設工事等 
   建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務，土

木・建築関係コンサルタント業務，地質調査業務，補償関係コンサルタント業務，環

境調査業務及びその他建設工事に関連する業務並びに前述するもの以外の製造の請負，

物品の購入，役務の提供その他の契約をいう。 
（2） 有資格業者 
   常陸太田市建設工事入札参加資格審査，常陸太田市建設コンサルタント業務等入札

参加資格審査又は常陸太田市物品調達等入札参加資格審査を経て参加資格を認められ

た業者をいう。 
（3） 役員等 
   法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員，支配人及び営業所の代表者，個人に

あってはその者，支配人及び営業所の代表者をいう。 
（4） 暴力団 
   その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する

恐れがある団体（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77
号。以下「暴力団対策法」という。）第2条に規定する団体）をいう。 

（5） 暴力団関係者 
   暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し，若しくは関与する等これと関わ

りを持つ者をいう。 
（6） 不当介入 
   不当要求（当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体

的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。）又は工事妨害をいう。 
（建設工事等の競争入札参加対象からの排除） 
第3条 市長は，有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が常陸
太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領（平成2年常陸太田市告示第21号）
の別表2又は常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領（平成19年常陸太田市



告示第71-2号）の別表に定める暴力団等に係る措置要件の一に該当すると認めた場合，
又は第4条第1項及び第2項に違反した場合は，常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名
停止等措置審査会又は常陸太田市物品調達等審査会に諮り，常陸太田市建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要領又は常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要

領に定めるところにより，当該有資格業者に対し指名停止等の適切な措置を講ずるもの

とする。 
（工事現場からの排除） 
第4条 市長は，建設工事等の工事現場から暴力団等を排除することを目的として，有資格
業者に対し暴力団等との下請契約の締結，暴力団等からの資材の購入，暴力団等が関与

する廃棄物施設の利用等を禁ずるものとする。 
2 市長は，建設工事等の請負人及び下請人等（以下「請負人等」という。）が暴力団等か
ら不当介入を受けた場合は，発注者への報告，警察への通報及び捜査に協力することを

義務づけるものとする。 
3 市長は，前項による報告，通報をした有資格業者及び関係者に対する保護等，必要な措
置を講ずることを警察に要請するとともに，必要に応じ，工程の調整，工期の延長等の

措置を講ずるものとする。 
（その他） 
第5条 この要綱の第3条及び第4条に基づく措置を行う場合の手続きについては，市長と太
田警察署長の協議のうえ，市長が別に定める。 
附 則 

この告示は，平成20年4月1日から施行する。 

 


